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「外環の 2」

控
訴
審
で
計
画
撤
回
を

速
示
武

蔵
野
市

原

告

ら

が

集

会

東
京
都
が
計
画
す
る
地

上
部
街
路

「外
環
の
２
」

（
三
鷹
市
―
練
馬
区
間
ヽ

約
９
♂
）
の
廃
止
な
ど
を

求
め
た
武
蔵
野
裁
判

（武

蔵
野
訴
訟
）
で
、
東
京
地

裁
が
不
当
判
決
を
出
し
た

‐７
日
夜
、
武
蔵
野
市
で
報

告
集

会

が
開
か

れ
ま

し

た
。
集
会
実
行
委
員
会
が

主
催
し
、
計
画
地
沿
線
の

住
民
や
支
援
者
ら
約
１
０

０
人
が
集
ま
り
ま
し
た
。

原
告
弁
護
団
の
上
原
公

太
弁
護
士
ら
が
、
判
決
に

つ
い
て
報
告
。
裁
判
で
は

２
０
０
７
年
、
国
が
造
る

外
環
本
線
が
高
架
式
か
ら

地
下
道

へ
計
画
変
更
し
、

付
随
す
る

「外
環
の
２
」

計
画
の
前
提
が
崩
れ
た
と

し
て
違
法
性
を
訴
え
て
き

た
と
説
明
し
ま
し
た
。

判
決
は
、
「外
環
の
２
」

が
独
自
の
機
能
を
持

つ
道

路
と
す
る
都
の
言
い
分
を

丸

の
み
し
て
原
告
の
請
求

を
却
下
し
た
な
ど
の
問
題

点

を

指

摘
。

「納

得

で

き

な
い
判
決
」
と
し
て
即
日

控
訴
し
た
と
し
、
改
め
て

支

援

を

呼

び

か

け

ま

し

た
。原

告
の
上
国
誠
吉
弁
護

士

（
０９
年
死
去
）
の
妻
で
、

裁
判
を
承
継
す
る
圭
子
氏

が
、
控
訴
審

へ
の
決
意
を

語
り
ま
し
た
。

武
蔵
野
訴
訟
で
意
見
書

を
作
成
す
る
な
ど
原
告
を

支
援
し
て
き
た
小
山
雄

一

郎

・
玉
川
大
学
准
教
授
が

基

調

講

演

し

ま

し

た
。

「外
環
の
２
」
計
画
決
定

に
あ
た
り

「都
は
、
住
民

意
見
と
ほ
ぼ
無
関
係
に
法

定
手
続
き
を
進
め
た
」
な

ど
の
問
題
点
を
指
摘
ｏ
計

画
策
定
に
あ
た

っ
て
欧
米

並
み
の
実
効
的
な
住
民
参

加

の
仕

組

み
を

確

立

す

摯ら/t'

尿

扁

判
決
を
受
け
記
者
会
見
で

報

告

す

る

上

田
圭

子
氏

（右
か
ら
２
人
目
）
と
、
坂

氏

（右
端
）
ら
原
告
弁
護

団
＝
１７
日
、
東
京
都
庁
内

東
京
外
環
道
付
随
道
路
計
画

ジ :な
る
必
要
性
を
訴
え
ま
し

た
。集

会
で
は
、
控
訴
審
で

計
画
の
自
紙
撤
回
を
求
め

て
た
た
か
う
決
議
を
拍
手

で
採
択
し
ま
し
た
。

〔
住
民
の
廃
止
請
求
却
下

東
京
地
裁

国
が
造
る
東
京
外
郭
環

状
道
路

（東
京
外
環
道
）

に
付
随
す
る
地
上
部
道
路

「外
環
の
２
」
Ｃ

一鷹
市
―

練
馬
区
間
、
約
９
♂
）
を

計

画

す

る

東

京

都

に
対

し
、
建
設
予
定
地
内
に
居

住
す
る
住
民
が
計
画
の
廃

止

な

ど

を
求

め

る

裁

判

（武
蔵
野
誌
訟
）
の
判
決

が
‐７
日
、
東
京
地
裁

で
あ

り
ま
し
た
。
増
田
稔
裁
判

長
は
、
原
告
の
請
求
を
す

べ
て
却
下
す
る
不
当
判
決

を
出
し
ま
し
た
。

武
蔵
野
訴
訟
は
２
０
０

８
年
、
武
蔵
野
市
在
住
の

弁

護

士
、
上

田

誠

吉

氏

（
０９
年
に
死
去
）
が
都
を

提
訴
し
た
も
の
。

０７
年
、

外
環
本
線
が
高
架
式
か
ら

地
下
道
路
に
計
画
変
更
し

た
の
に

「
外
環
の
２
」
計

画
は
廃
止
も
変
更
も
な
い

こ
と
か
ら
同
計
画
が
違
法

と
し
て
、
計
画
決
定
の
無

効
確
認
と
廃
止
手
続
き
な

ど
を
求
め
ま
し
た
。
誠
吉

氏
の
死
去
後
、
妻
の
圭
子

氏

（
８８
）
が
裁
判
を
承
継

し
て
い
ま
す
。

判
決
は
、
「
外
環
の
２
」

計
画
に

つ
い
て
、
抗
告
訴

訟

の
対
象
と
な
る
行
政
処

分
に
は
当
た
ら
な
い
な
ど

と
し
、
計
画
の
違
法
性
を

「判

断

す

る

ま

で

も

な

い
」
と
し
ま
し
た
。

原
告
弁
護
団
の
坂
勇

一

郎
弁
護
士
は
、
判
決
後
の

記
者
会
見
で

「私
た
ち
の

問
題
提
起
に
対
し
て
正
面

か
ら
答
え
て
い
な
い
、
門

前
払
い
の
判
決
だ
」
と
批

判
。
即

日

控

訴

し

ま

し

た
。圭

子
氏
は

「
判
決
は
と

で
も
残
念
。
静
か
で
住
み

や
す
い
町
を
高
速
道
路

で

分
断
す
る
理
由
は
ど
こ
に

も

な

い
」
と

話

し

ま

し

た
。


